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山
畠
正
男
教
授
経
歴

大
正
一
四
年

昭
和
一
七
年

昭
和
一
九
年
九
月

一O
月

昭
和
二
二
年

昭
和
二
四
年

昭
和
二
六
年

昭
和
二
七
年

昭
和
二
八
年

昭
和
三
四
年

昭
和
三
六
年

四
月

九
月
九
月
三

O
日

四
月
四
月
五
月
一
六
日

!¥ 
月
四
月月

!¥ 
月 月月

!¥ 
日

北
海
道
中
川
郡
幕
別
町
に
生
ま
れ
る

第
四
高
等
学
校
文
科
甲
類
入
学

第
四
高
等
学
校
文
科
甲
類
卒
業

東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
法
科
入
学

東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
法
科
卒
業

東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
助
手

東
北
大
学
法
文
学
部
助
手
依
願
退
職

東
北
大
学
法
学
部
大
学
院
特
別
研
究
生

東
北
大
学
法
学
部
講
師

北
海
道
大
学
法
経
学
部
助
教
授

北
海
道
大
学
法
学
部
助
教
授

北
海
道
大
学
法
学
部
教
授
・

民
法
第
二
講
座
担
任
(
昭
和
三
九
年
五
月

ま
で
)

日日日

北
海
道
地
方
労
働
委
員
会
公
益
委
員
(
昭

和
三
八
年
一
月
ま
で
)

北
海
道
大
学
評
議
員
・
協
議
員
(
昭
和
三

七
年
一
二
月
ま
で
)

昭
和
三
七
年

昭
和
三
八
年

昭
和
三
九
年

昭
和
四

O
年

昭
和
四
一
年

昭
和
四
三
年

月月月月
五
月
!¥ 
月

五
月月

五
月

札
幌
家
庭
裁
判
所
家
事
調
停
委
員
事

法
学
博
士
(
東
北
大
学
)

札
幌
家
庭
裁
判
所
参
与
員
事

西
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
連
合
王
国

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
お

よ
び
イ
タ
リ
ア
出
張
(
昭
和
三
九
年
二
月

ま
で
民
法
第
一
講
座
担
任

北
海
道
大
学
評
議
員
・
協
議
員
(
昭
和
四

二
年
八
月
ま
で
)

北
海
道
地
方
労
働
委
員
会
公
益
委
員
(
昭

和
四
三
年
七
月
ま
で
)

北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
長
(
昭

和
四
四
年
一
二
月
ま
で
)

北
海
道
大
学
法
学
部
長
(
昭
和
四
四
年
一

二
月
ま
で
)

札
幌
弁
護
士
会
懲
戒
委
員
会
委
員
(
昭
和

五

O
年
五
月
ま
で
)
(
四
七
年

1
五

O
年
委

員
長
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昭
和
四
五
年
一
二
月

昭
和
四
六
年

昭
和
四
七
年

昭
和
四
八
年

昭
和
五

O
年

山畠正男教授の経歴と業績

昭
和
五
一
年
一
二
月

昭
和
五
四
年
て

昭
和
五
九
年

O 
月

1¥ 
月
九
月

五
月

九
月

一
一
一
月月月

五
月

日
本
私
法
学
会
理
事
(
昭
和
四
六
年
一

O

月
ま
で
)

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
理
事
(
昭
和
五

O
年
三
月
以
降
常
任
理
事

τ

北
海
道
建
築
審
査
会
委
員
事

北
海
道
地
方
労
働
委
員
会
公
益
委
員
(
昭

和
五
二
年
六
月
以
降
会
長
代
理

τ

入
会
林
野
等
整
備
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
(
昭

和
五

O
年
三
月
ま
で
)

北
海
道
大
学
創
基
百
周
年
記
念
事
業
実
行

委
員
会
学
内
行
事
等
専
門
委
員
会
委
員
長

札
幌
家
庭
裁
判
所
委
員
会
委
員
(
昭
和
五

四
年
一
二
月
ま
で
)

北
海
道
未
来
総
合
研
究
所
監
事
$

北
海
道
労
働
協
会
理
事
・

日
本
家
族
(
社
会
と
法
)
学
会
理
事
$

江
別
市
行
政
審
議
会
委
員
(
昭
和
六

O
年

三
月
ま
で
)

日
本
法
社
会
学
会
理
事
(
昭
和
六
二
年
五

月
ま
で
)

昭
和
六

O
年
一
一
月

昭
和
六
一
年
目

札
幌
家
庭
裁
判
所
委
員
会
委
員
事

北
海
道
機
会
均
等
調
停
委
員
会
委
員
(
会

月

昭
和
六
三
年

長
)
$

札
幌
地
方
裁
判
所
簡
易
裁
判
所
判
事
推
薦

委
員
会
委
員
$

北
海
道
大
学
教
授
定
年
退
官

月

昭
和
六
三
年

三
月
三
一
日

非
常
勤
講
師

北
海
道
学
芸
大
学
(
札
幌
分
校
・
函
館
分
校
)
、
帯
広
畜
産
大
学
、
東
北

大
学
(
教
養
・
法
)
、
北
海
道
大
学
(
教
養
・
文
・
教
・
経
・
農
・
医
・

医
附
属
看
護
学
校
)
、
北
海
学
園
大
学
、
札
幌
商
科
大
学
、
帯
広
大
谷
短

期
大
学
、
天
使
女
子
短
期
大
学
、
北
海
道
自
治
講
習
所
、
北
海
道
郵
政

研
修
所
、
税
務
大
学
校
札
幌
研
修
所
、
漁
業
協
同
組
合
学
校
、
札
幌
学

院
大
学
ホ

学
界
関
係

日
本
法
社
会
学
会
、
日
本
私
法
学
会
、
日
米
法
学
会
、
日
本
家
族
(
社

会
と
法
)
学
会

勢
印
は
昭
和
六
三
年
三
月
現
在
在
任
中
の
も
の
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山
畠
正
男
教
授
業
績
一
覧

編

著

書

昭
和
二
四
年

註
解
親
族
法
〔
共
著
〕

昭
和
二
六
年

註
解
相
続
法
〔
共
著
〕

昭
和
三
五
年

法
文
社

法
文
社

養
親
子
関
係
の
成
立
お
よ
び
効
力
(
総
合
判
例
研
究
叢
書
・
民
法
師
)
有
斐
閣

昭
和
四
四
年

相
続
〈
実
用
法
律
事
典
3
〉
〔
共
編
著
〕

第
一
法
規

昭
和
四
七
年

演
習
民
法
(
親
族
・
相
続
)
〔
共
編
著
〕

青
林
書
院
新
社

昭
和
凶
八
年

遺
産
分
割
の
研
究
〔
共
編
著
〕

判
例
タ
イ
ム
ズ
社

昭
和
四
九
年

親
族
・
相
続
事
故
百
科
〔
共
編
著
〕

金
融
財
政
事
情
研
究
会

昭
和
五
三
年

教
材
民
法
判
例
〔
共
編
著
〕

昭
和
互
四
年

現
代
家
族
法
大
系
(
中
川
善
之
助
先
生
追
悼
)
〔
共
編
〕

昭
和
六

O
年

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

有
斐
閣

法
の
こ
と
わ
ざ
と
民
法
〔
共
著
〕

演
習
民
法
(
親
族
)
〔
共
編
著
〕

演
習
民
法
(
相
続
)
〔
共
編
著
〕

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会

青
林
書
院

青
林
書
院

" 
論
脱
な
ど

昭
和
二
王
年

い
わ
ゆ
る
『
人
身
売
買
』
に
つ
い
て

1

1

石
越
村
報
告
(
共
同
執
筆
)

東
北
法
学
会
雑
誌
一
号

村
落
構
造
に
関
す
る
一
考
察

l

|
三
陵
地
帯
の
契
約
講
を
と
お
し
て

(

共

同

執

筆

)

東

北

法

学

会

雑

誌

一

号

昭
和
ニ
七
年

養
子
制
度
に
関
す
る
一
考
察
(
一
、
二
)

法
学
一
六
巻
一
、
二
号

昭
和
ニ
九
年

失
綜
宣
告
の
取
消
ほ
か

北法38(5-6・II.528) 1878 



中
川
善
之
助
編
・
法
律
学
演
習
講
座
民
法
上
(
青
林
書
院
)

消
滅
時
効
と
除
斥
期
間
ほ
か

中
川
善
之
助
編
・
法
律
学
演
習
講
座
民
法
下
(
青
林
書
院
)

民
法
九
二
五

i
九
三
三
条
(
注
釈
)

中
川
善
之
助
編
・
註
釈
相
続
法
上
(
有
斐
閣
)

昭
和
三

O
年

親

子

中

川

善

之

助

編

・

家

族

(

有

斐

閣

)

家
族
と
法
律
中
川
善
之
助
編
・
日
本
の
法
律
(
毎
日
新
聞
社
)

民
法
九
七
回
、
九
七
五
条
(
注
釈
)

中
川
善
之
助
編
・
註
釈
相
続
法
下
(
有
斐
閣
)

山畠正男教授の経歴と業績

昭
和
三
二
年

父
を
定
め
る
訴
ほ
か
中
川
善
之
助
編
・
親
族
法
(
青
林
書
院
)

相
続
順
位
ほ
か
中
川
善
之
助
編
・
相
続
法
(
育
林
書
院
)

家
族
制
度
に
つ
い
て
新
憲
法
は
何
を
目
指
し
何
が
達
成
さ
れ
た
か

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
号

養
子
制
度
中
川
善
之
助
ほ
か
編
・
家
族
問
題
と
家
族
法
W
親
子
(
酒
井
書
庖
)

相
続
の
承
認
と
放
棄
(
財
産
分
離
・
相
続
人
の
不
存
在
を
含
む
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
一
一
号

昭
和
三
三
年

家
族
条
項
(
上
・
下
)
|
|
家
族
の
保
護
、
男
女
同
権
、
母
子
保
護
、
そ

の

他

(

共

同

執

筆

)

ジ

ュ

リ

ス

ト

一

五

三

、

一

五

五

号

協

議

離

婚

(

基

本

法

セ

ミ

ナ

ー

)

法

学

セ

ミ

ナ

ー

二

九

号

明
治
民
法
以
後
の
離
婚
法

中
川
善
之
助
ほ
か
編
・
家
族
問
題
と
家
族
法

m離
婚
(
酒
井
書
庖
)

昭
和
三
四
年

身

分

行

為

の

無

効

受

験

新

報

三

四

年

四

月

号

明
治
民
法
起
草
者
の
養
子
制
度
観
|
|
民
法
に
お
け
る
養
子
縁
組
の
性

格
を
た
ず
ね
て

l
l

勝
本
正
晃
先
生
還
暦
記
念
・
現
代
私
法
の
諸
問
題
下
(
有
斐
閣
)

養
子
縁
組
の
成
立

谷
口
知
平

1
加
藤
一
郎
編
・
民
法
演
習
V
親
族
・
相
続
(
有
斐
閣
)

身
分
行
為
に
お
け
る
届
出
と
意
思
受
験
新
報
三
四
年
六
月
号

婚

約

・

内

縁

受

験

新

報

三

四

年

八

月

号

養
子
法
の
諸
問
題
(
親
族
法
改
正
の
方
向
)
法
律
時
報
三
一
巻
一

O
号

協

議

離

婚

受

験

新

報

三

四

年

一

O
月
号

養

子

縁

組

の

許

可

受

験

新

報

三

四

年

一

二

月

号

相
続
と
一
身
専
属
権
(
基
本
法
演
習
)
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
五
号

北法38(5-6・II・529)1879



昭
和
三
五
年

扶
養
養
子
縁
組
の
成
立

谷
口
知
平

l
加
藤
一
郎
編
・
民
法
例
題
解
説

m親
族
・
相
続
(
有
斐
閣
)

相
続
分
の
指
定

中
川
善
之
助
教
授
還
暦
記
念
・
家
族
法
大
系
円
相
続

ω(有
斐
閣
)

昭
和
=
一
六
年

協
議
厳
婚
制
度
に
関
す
る
序
論

法
学
二
五
巻
二
号
(
中
川
善
之
助
教
授
退
官
記
念
特
集
)

法
律
時
報
三
三
巻
一
三
号

受
験
新
報
三
五
年
二
月
号

学
界
回
顧
・
民
法

昭
和
三
七
年

養
子
制
度
を
め
ぐ
っ
て

昭
和
三
八
年

離
婚
後
に
お
け
る
養
子
と
養
親
と
の
婚
姻
ほ
か

中
川
善
之
助
編
・
実
例
法
学
全
集
民
法
下
(
青
林
書
院
)

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
法
学
教
室
四
号

昭
和
国

O
年

法
律
行
為

法
律
講
座
・
民
法
課
程
(
日
本
通
信
教
育
学
園
)

(
改
訂
昭
和
四
六
、
五
四
、
五
六
年
)

地
上
権
、
永
小
作
権
、
地
役
権
、
入
会
権

法
律
講
座
・
民
法
課
程
(
日
本
通
信
教
育
学
園
)

(
改
訂
昭
和
五
四
年
)

家

族

今

村

成

和

l
小
山
昇
編
・
法
学
(
有
斐
閣
)

親

族

聞

の

互

助

別

冊

ジ

ュ

リ

ス

ト

・

続

学

説

展

望

離

婚

と

法

的

統

制

(

一

)

北

大

法

学

論

集

一

六

巻

一

号

身
分
行
為
に
お
け
る
意
思
と
届
出
(
一
)
|
|
仮
装
身
分
行
為
の
効
力
に

つ
い
て
ー
ー
ー北
大
法
学
論
集
一
六
巻
ニ

l
三
号
(
神
谷
教
授
追
悼
特
集
)

昭
和
四
二
年

相
続
総
則
前
注
、
八
八
二
条
、
八
八
三
条
(
注
釈
)

注
釈
民
法
制
相
続
山
(
有
斐
閣
)

(
改
訂
昭
和
五
六
年
)

昭
和
四
三
年

年
長
養
子
ほ
か

島
津
一
郎

1
沼
辺
愛
一
編
・
夫
婦
親
子
の
法
律
相
談
(
有
斐
閣
)

昭
和
四
五
年

推
定
を
う
け
な
い
嫡
出
子

昭
和
四
六
年

夫
婦
法
定
財
産
制

戸
籍
時
報
一
四
九
号

判
例
時
報
編
集
部
編
・
民
法
基
本
問
題

一
五

O
講
皿
親
族
・
相
続
(
一
粒
社
)

家
族
(
夫
婦
・
親
子
)

北法38(5-6・11・530)1880



中
川
善
之
助
編
・
判
例
に
よ
る
法
学
入
門
(
青
林
書
院
新
社
)

(
新
版
昭
和
六

O
年
)

権
利
能
力
の
終
期

遠
藤
浩

l
川
井
健
l
西
原
道
雄
編
・
演
習
民
法
(
総
則
・
物
権
)

(
青
林
書
院
新
社
)

戸
籍
時
報
一
六
一
号

身
分
行
為
成
立
の
時
期

昭
和
四
七
年

債
権
者
代
位
権
水
本
浩
l
篠
塚
昭
次
編
・
民
法
を
学
ぶ
(
有
斐
閣
)

推
定
を
う
け
な
い
嫡
出
子
(
判
例
と
学
説
民
法

ω)
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二

O
一
号

親
権

中
川
善
之
助
編
・
判
例
に
よ
る
民
法
入
門
(
家
族
法
)

(
青
林
書
院
新
社
)

山島正男教授の経歴と業績

縁
組
の
要
件
前
注
、
七
九
九
、
八

O
O条
(
注
釈
)

注
釈
民
法
問
の

H
親
族

ω(有
斐
閣
)

(
改
訂

昭
和
五
七
年
)

昭
和
四
八
年

家
族
川
島
武
宣
編
・
法
社
会
学
講
座
七
・
社
会
と
法
I
(岩
波
書
庖
)

昭
和
四
九
年

重
婚
の
成
立
に
つ
い
て

北
大
法
学
論
集
ニ
四
巻
三
号

〔
転
載
〕
戸
籍
三
三
八
、
三
三
九
号

親
族

山
本
進
一
ほ
か
編
・
親
族
法
・
相
続
法
(
青
林
書
院
新
社
)

(
改
訂
昭
和
五
六
年
)

法
律
学
か
ら
み
た
養
親
子
関
係

青
山
道
夫
ほ
か
編
・
講
座
「
家
族
」
六
(
弘
文
堂
)

昭
和
五

O
年

特

別

養

子

に

つ

い

て

戸

籍

時

報

二

O
四
号

推
定
を
う
け
な
い
嫡
出
子
に
関
す
る
覚
書
こ

1
八
)

判
例
評
論
一
九
五
、
一
九
六
、
二

O
O、
二

O
二、

二
O
三
、
二

O
七
、
二
一
八
、
二
二
四
号

虚
偽
の
嫡
出
子
出
生
届
と
縁
組
の
成
否
(
一
、
二
)

ケ
i
ス
研
究
一
五

O
、

一
五
三
号

昭
和
五
一
年

現
代
養
子
法
の
課
題

奥
田
昌
道
ほ
か
編
・
民
法
学
7
親
族
・
相
続
の
重
要
問
題
(
有
斐
閣
)

中
川
身
分
法
学
の
成
立

法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
五
三
号
(
特
集
中
川
善
之
助
・
人
と
学
問
)

中
川
先
生
の
学
問
を
め
ぐ
っ
て
《
座
談
会
》
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
五
三
号

「
推
定
さ
れ
な
い
嫡
出
子
」
の
混
乱
家
庭
裁
判
月
報
二
八
巻
七
号

北
海
道
の
離
婚
ー
ー
そ
の
増
加
の
背
景
と
対
策
《
座
談
会
》

ケ
ー
ス
研
究
一
五
六
号
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推
定
さ
れ
な
い
嫡
出
子
川
井
健
編
・
判
例
と
学
説

民
法
加
(
日
本
評
論
社
)

昭
和
五
二
年

養
子

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
総
合
特
集
・
現
代
の
家
族

昭
和
五
三
年

民
法
八
九
六

1
八
九
九
条
(
共
同
執
筆
)

島
津
一
郎
編
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ

1
ル

民

法

V
(
三
省
堂
)

離

婚

と

子

の

奪

い

合

い

ジ

ュ

リ

ス

ト

六

六

五

号

身
分
行
為
の
届
出
と
意
思
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
民
法
の
争
点

昭
和
六

O
年
民
法
の
争
点
I
)

北
大
法
学
論
集
二
八
巻
四
号

(
改
訂

組
合
管
理
漁
業
権
の
性
格

昭
和
五
四
年

現
代
の
親
子
関
係
と
法

昭
和
五
五
年

子
の
引
渡
請
求
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ

8
・
家
族
法
の
理
論
と
実
務

昭
和
五
六
年

法
定
相
続
の
不
公
平
|
相
続
法
改
正
批
判
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
三
三
号

認

知

谷

口

知

平

1
加
藤
一
郎
編
・
新
版
・
民
法
演
習
5
親
族
・
相
続

(
有
斐
閣
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
・
日
本
の
家
族

身
分
行
為
の
理
論

北
大
法
学
論
集
一
三
巻
三

l
四
号
上
(
小
山
教
授
退
官
記
念
特
集
)

家
銀
法
の
世
界
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)
法
学
セ
ミ
ナ
ー
コ
ご
五
号

身
分
行
為
と
届
出
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
コ
二
六
号

無
効
な
身
分
行
為
の
追
認
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
=
二
七
号

無
効
な
身
分
行
為
の
転
換
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
=
二
八
号

身
分
行
為
の
意
思
(
一
、
二
)
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
一
九
、
三
二

O
号

事
実
上
の
身
分
行
為
(
て
二
)
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
一
、
三
二
二
号

親
族
概
念
の
変
遷

打
田
峻
一
先
生
古
稀
記
念
・
現
代
社
会
と
民
事
法
(
第
一
法
規
)

昭
和
五
七
年

身
分
行
為
の
競
合
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
三
号

協
議
離
婚
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
四
号
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離
婚
法
の
行
方
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
五
号

破
綻
主
義
離
婚
法
(
て
二
)
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
六
、
三
二
七
号

親
子
と
は
何
か
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
二
八
号

嫡
出
推
定
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
二
二
九
号

嫡
出
否
認
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
二
三

O
号

婚
外
親
子
関
係
(
一
、
二
、
三
)
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
三
て
三
三
二
、
三
三
三
号

父
子
関
係
の
証
明
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

山畠疋男教授の経歴と業績

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
三
四
号

尊
属
の
概
念

太
田
武
男
先
生
還
暦
記
念
・
現
代
家
族
法
の
課
題
と
展
望
(
有
斐
閣
)

養

子

法

の

改

正

新

し

い

家

族

二

号

遺
産
分
割
調
停
管
見

全
国
裁
判
所
書
記
官
協
議
会
札
幌
支
部
実
務
研
究
資
料
二
七
号

〔
転
載
〕
全
国
裁
判
所
書
記
官
協
議
会
会
報
八
二
号

昭
和
五
八
年

養
子
法
と
縁
組
の
実
態
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
三
五
号

夫
婦
共
同
縁
組
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
三
六
号

親
権
・
後
見
(
て
一
一
)
(
セ
ミ
ナ
ー
主
要
論
点
シ
リ
ー
ズ
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
三
七
、
三
三
八
号

昭
和
五
九
年

嫡
出
の
推
定

谷
口
知
平

1
加
藤
一
郎
編
・
新
版
・
判
例

演
習
・
民
法
5
親
族
・
相
続
(
有
斐
閣
)

北
海
道
に
は
な
ぜ
離
婚
が
多
い
か
北
海
道
の
福
祉
一
九
八
四
年

北
海
道
の
離
婚
(
一

i
四
・
完
)
(
共
同
執
筆
)

ケ
ー
ス
研
究
一
九
九
、
二

O
一
、
二

O
二
、
二

O
三
号

昭
和
六

O
年

註
釈
・
民
法
七
九
三
条
(
一
、
二
・
完
)

北
大
法
学
論
集
三
六
巻
一

l
二
(
富
田
教
授
追
悼
特
集
)
、
三
号

昭
和
六
一
年

漁
業
関
係
法
を
と
り
ま
く
諸
問
題
に
つ
い
て電
源
立
地
研
究
会
漁
業
分
科
会
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昭
和
六
二
年

註
釈
・
民
法
七
九
五
条
(
二

昭
和
六
一
一
一
年

親
権
者
の
指
定
・
変
更
の
基
準

沼
辺
愛
一

1
太
田
武
男

1
久
貴
忠
彦
編
・
家
事
審
判
事
件
の
研
究

こ
粒
社
)

北
大
法
学
論
集
三
八
巻
一
号

単
独
親
権
者
の
死
亡
と
親
権
者
の
指
定
・
変
更

沼
辺
愛
一

l
太
田
武
男

l
久
貴
忠
彦
編
・
家
事
審
判
事
件
の
研
究

(
一
粒
社
)

l
 
l
 
l
 

判
例
研
究
・
解
鋭

昭
和
二
七
年

民
法
旧
八
五
一
条
一
号
(
新
八

O
二
条
一
号
)
の
意
義
、
養
子
縁
組
の
無

効
と
民
法
九
三
条
但
書
(
最
判
昭
二
三
・
二
了
二
一
二
)
法
学
一
六
巻
二
号

昭
和
三
一
年

第
三
者
所
有
の
動
産
に
対
し
て
強
制
執
行
を
な
し
た
債
権
者
の
不
法
行
為

上
の
過
失
責
任
の
有
無
(
最
判
昭
三

0
・
二
・
一
一
)

法
学
会
論
集
七
巻
一
号

賃
借
権
譲
渡
の
承
諾
撤
回
の
許
否
(
最
判
昭
三

0
・
五
・
二
二
)

法
学
会
論
集
七
巻
二
号

昭
和
三
二
年

推
定
相
続
人
の
法
律
上
の
地
位
(
最
判
昭
三

0
・
二
一
・
二
六
)

法
学
会
論
集
八
巻
一

l
二
号

昭
和
三
三
年

い
わ
ゆ
る
接
収
建
物
の
賃
借
入
た
る
国
と
民
法
七
一
七
条
に
い
う
占
有
者

(
最
判
昭
三
一
・
一
一
一
・
一
八
)

法
学
会
論
集
八
巻
三

l
四
号

昭
和
三
五
年

内
縁
関
係
と
嫡
出
子
(
大
判
昭
一
五
・
一
・
一
一
一
ニ
)

ジ
ュ
リ
ス
ト
二

O
O号
・
判
例
百
選

昭
和
四

O
年
)

(
第
二
版

昭
和
四

O
年

養
子
縁
組
の
追
認
と
民
法
一
一
六
条
但
書
の
類
推
適
用
の
有
無
(
最
判
昭

三

九

・

九

・

八

)

判

例

評

論

七

七

号

民
法
八
一
四
条
一
項
三
号
の
離
縁
原
因
に
あ
た
ら
な
い
事
例
(
最
判
昭
三

民
商
法
雑
誌
五
二
巻
四
号

九
・
八
・
四
)

昭
和
国
一
年

い
わ
ゆ
る
重
婚
的
内
縁
関
係
に
も
財
産
分
与
請
求
権
を
認
め
う
る
(
広
島

北法38(5-6・II・534)1884



高
松
江
支
決
昭
四

0
・
一
一
・
一
五
)

昭
和
四
二
年

夫
婦
共
同
縁
組
の
離
縁
(
大
阪
地
判
昭
二
九
・
九
・
二
ハ
)

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
家
族
法
判
例
百
選

(
新
版
昭
和
四
八
年
)

(
新
版
・
増
補
昭
和
五

O
年
)

虚
偽
の
嫡
出
子
出
生
届
と
養
子
縁
組
(
最
判
昭
二
七
・
一

0
・
三
)

判
例
評
論
九
四
号

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
民
法
の
判
例

(
第
二
版
昭
和
四
六
年
)

昭
和
国
四
年

虚
偽
の
嫡
出
子
出
生
届
と
養
子
縁
組
の
追
認
(
最
判
昭
三
九
・
九
・
八
)

中
川
淳
編
・
判
例
親
族
法
(
有
信
堂
)

山畠正男教授の経歴と業績

昭
和
四
五
年

婚
姻
の
届
書
が
受
理
さ
れ
た
当
時
本
人
が
意
識
を
失
っ
て
い
た
場
合
と
婚

姻
の
届
出
の
効
力
(
最
判
昭
四
四
・
四
・
三
)
判
例
評
論
一
三
二
号

内
縁
配
偶
者
の
賃
借
権
の
承
継
(
最
判
昭
四
二
・
ニ
・
二
二

中
川
淳
編
・
判
例
相
続
法
(
有
信
堂
)

昭
和
四
六
年

離
婚
の
訴
に
お
い
て
夫
に
財
産
分
与
と
し
て
二
千
万
円
の
支
払
を
命
じ
た

事
例
(
福
岡
高
判
昭
四
四
・
二
了
二
四
)
判
例
評
論
一
四
六
号

不
受
理
申
立
書
の
提
出
さ
れ
て
い
る
場
合
の
離
婚
届
受
理
の
効
力
(
東
京

高
決
昭
四
ご
・
一
二
・
一
三
)

中
川
淳
編
・
家
族
法
審
判
例
の
研
究
(
日
本
評
論
社
)

非
嫡
出
子
の
利
益
の
た
め
戸
籍
上
の
操
作
の
み
を
目
的
と
し
た
養
子
縁
組

(
東
京
家
審
昭
四
一
・
七
・
二
九
)

中
川
淳
編
・
家
族
法
審
判
例
の
研
究
(
日
本
評
論
社
)

昭
和
国
七
年

離
婚
に
よ
る
慰
謝
料
と
財
産
分
与
と
の
関
係
(
最
判
昭
四
六
・
七
・
二
三
)

判
例
評
論
一
五
九
号

昭
和
国
九
年

消
極
的
財
産
の
み
の
相
続
(
大
判
大
一

0
・一

0
・ニ

O
)
ほ
か
二
二
件

別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
・
判
例
民
法

m親
族
法
・
相
続
法

養
子
縁
組
の
当
事
者
で
あ
る
夫
婦
の
一
方
に
縁
組
意
思
が
な
い
場
合
に
お

け
る
縁
組
の
効
力
(
最
判
昭
四
八
・
四
・
一
一
一
)
民
商
法
雑
誌
七

O
巻
二
号

民
法
七
六
一
条
と
表
見
代
理
(
最
判
昭
四
四
・
二
了
一
八
)

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
民
法
判
例
百
選
I
総
則
・
物
権

(
第
二
版
昭
和
五
七
年
)

昭
和
五

O
年

夫
婦
の
一
方
の
意
思
を
欠
く
養
子
縁
組
の
効
力
(
最
判
昭
四
八
・
四
・
二
)

北法38(5-6・Il・535)1885



セ
ミ
ナ
ー
法
学
全
集
M
民
法
V
親
族
・
相
続

届
出
意
思
欠
紋
の
婚
姻
届
と
追
認
(
最
判
昭
四
七
・
七
・
二
五
)

法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
四
二
号

昭
和
五
四
年

虚
偽
の
嫡
出
子
出
生
届
と
養
子
縁
組
(
最
判
昭
五

0
・
四
・
八
)

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
・
民
法
の
判
例
(
第
三
版
)

虚
偽
の
嫡
出
子
出
生
届
と
認
知
(
最
判
昭
五
三
了
二
・
二
四
)

民
商
法
雑
誌
七
九
巻
五
号

昭
和
五
五
年

協
議
離
婚
届
書
作
成
後
の
翻
意
と
届
出
の
効
力
(
最
判
昭
三
四
・
八
・
七
)

別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
・
家
族
法
判
例
百
選
(
第
三
版
)

IV 

腸

査

昭
和
二
七
年

農
家
相
続
の
実
態

農
林
省
農
政
局

昭
和
三
一
年

北
海
道
に
お
け
る
農
家
相
続
の
実
態

昭
和
三
八
年

農
家
相
続
と
農
地

l
l調
査
報
告

北
大
法
学
部
相
続
調
査
会
研
究
会

農
政
調
査
委
員
会

昭
和
四

O
年

農
家
相
続
と
農
地
(
各
論
)

川
島
武
宜
編
・
農
家
相
続
と
農
地
(
東
京
大
学
出
版
会
)

昭
和
五
四
年

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
不
当
労
働
行
為
の
救
済
手
続
き

北
海
道
労
働
委
員
会
月
報
二
五
五
号

V 

学
会
報
告

昭
和
三
一
年

新
法
下
に
お
け
る
相
続
の
実
態
(
北
部
地
区
)
(
一
六
回
大
会
報
告
)

日
本
私
法
学
会

新
法
下
に
お
け
る
相
続
の
実
態
(
北
部
地
区
)
(
附
・
北
海
道
地
区
)

私
法
一
六
号

昭
和
三
六
年

協
議
離
婚
制
度
(
二
五
回
大
会
報
告

日
本
私
法
学
会

昭
和
五
四
年

私
法
と
建
築
基
準
法
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

日
本
土
地
法
学
会

土
地
問
題
双
書
ロ
(
有
斐
閣
)
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昭
和
五
八
年

養
子
法
の
課
題
(
四
七
回
大
会
総
括
報
告
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

VI 

そ

の

他

昭
和
=
六
年

翻
訳
に
つ
い
て

淳
風
美
俗
の
島

昭
和
二
八
年

終
戦
の
あ
と
・
さ
き

青
山
道
夫
寸
養
子
」
〈
書
評
〉

昭
和
=
一
二
年

山畠正男教授の経歴と業績

養
子
寸
感

日
本
私
法
学
会

私
法
四
六
号

仕
曜
(
東
北
大
学
法
律
相
談
所
)

仕
曜
(
東
北
大
学
法
律
相
談
所
)

一
四
号

一
五
号

東
北
大
学
法
文
学
部
略
史

法
学
会
論
集
三
巻

中
川
善
之
助
ほ
か
編
・
家
族
問
題
と
家
族
法
月
報
3
(酒
井
書
店
)

昭
和
三
三
年

結
婚
届
寸
感

昭
和
三
六
年

沖
和
寮
の
昔
を
偲
ぶ

妊
曜
(
東
北
大
学
法
律
相
談
所
)

一
八
号

沖
和
昭
和
三
六
年
二
月

(
原
文
昭
和
二
六
年
)

昭
和
四
一
年

挙
式
前
の
婚
姻
局

昭
和
四
三
年

「

養

子

」

ち

が

い

戸

籍

時

報

一

二

五

号

人
の
か
は
じ
ま
り
。
と
か
お
わ
り
。

l
l
'
死
亡
時
期
の
判
定
基
準
を
め
ぐ
っ

フ
ラ
テ
(
北
海
道
大
学
医
学
部
)
五
五
号

ジ
ュ
リ
ス
ト
三
四
六
号

て昭
和
四
六
年

紛
争
の
こ
と

北
海
道
労
働
委
員
会
月
報
一
六
五
号

昭
和
四
八
年

非
理
法
権
天

和
解
・
妥
協
・
審
判

昭
和
四
九
年

戸
籍
時
報
一
七
九
号

北
海
道
労
働
委
員
会
月
報
一
九
五
号

宇

奈

月

温

泉

戸

籍

時

報

一

八

八

号

仙
台
の
法
律
相
談
所
検
法
(
北
海
道
大
学
法
律
相
談
室
)
六
号

偶

感

美

や

ぎ

の

し

の

ぶ

(

中

川

先

生

喜

寿

記

念

槌

筆

集

)

北
海
道
労
働
委
員
会
月
報
三
二
三
号

北
海
道
新
聞
昭
和
四
九
年
二
一
月
二
六
日

法
の
こ
と
わ
ざ
・
あ
れ
こ
れ

わ
が
子
ひ
と
の
子

昭
和
五

O
年

名
判
官

戸
籍
時
報
二

O
一二号
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少
女
サ
ラ

昭
和
五
二
年

報
労
金
を
め
ぐ
っ
て

ピ
ア
ノ
・
ス

l
プ
・
ス
プ
ー
ン

ジ
ュ
リ
ス
ト
五
八
五
号

随
想
(
日
本
加
除
出
版
創
立
話
周
年
記
念
)

北
海
道
労
働
委
員
会
月
報
二
三
六
号

昭
和
五
五
年

北

海

道

の

離

婚

北

海

道

労

働

委

員

会

月

報

二

六

三

号

家
事
調
停
に
お
け
る
調
停
委
員
の
役
割

別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ

8
・
家
族
法
の
理
論
と
実
務

昭
和
五
六
年

出
藍
沖
和
寮
の
一
年

法
律
談
義

|
l法
は
変
わ
る

昭
和
五
八
年

沖
和
昭
和
五
六
年
三
月

沖
和
昭
和
五
六
年
三
月

織
の
風
(
北
海
道
大
学
工
学
部
)
一

O
号

受
験
新
報
五
八
年
一
月
号

婦
人
通
信
二
八

O
号

判
例
タ
イ
ム
ズ
五
五
六
号

琉
球
新
報
昭
和
六
一
年
二
月
一
三
日

北
海
道
労
働
委
員
会
月
報

ω周
年
特
別
号

0
・
八
か
ら

0
・
0
八
へ

昭
和
六
二
年

太
陽
が
酋
か
ら
昇
る

北
大
生
活
お
年
あ
れ
こ
れ

昭
和
六
三
年

大
岡
裁
き
|
|
名
裁
判
官
物
語

健
康
二
九
四
号

さ
っ
ぽ
ろ
(
家
事
調
停
協
会
報
)
一
一
号

北
大
法
学
部
同
窓
会
報
三
号

VII 

事

典

類

受
験
あ
れ
こ
れ

な
ぜ
北
海
道
で
離
婚
が
多
い
の
か

昭
和
六

O
年

祭
紀
主
宰
者
(
家
庭
裁
判
所
雑
記
帳
H
)

昭
和
六
一
年

。
離
婚
全
国
一
。
の
北
海
道

変
遷

昭
和
二
八
年

現
代
教
養
百
科
事
典
4

〈
債
権
、
債
権
の
内
容
〉

昭
和
三
七
年

民
法
事
典
〈
嫡
出
推
定
を
受
け
な
い
摘
出
子
ほ
か
〉(
改
訂

昭
和
四

O
年

家
庭
法
律
大
事
典
〈
親
子
〉

(
改
訂

昭
和
田
三
年

社
会
科
学
大
事
典
5

〈
協
議
離
婚
〉

窓
三
二
号

暁
教
育
図
書
出
版

青
林
書
院

昭
和
四
二
年
)

第
一
法
規

昭
和
四
六
年
)

鹿
島
研
究
所
出
版
会
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昭
和
四
五
年

社
会
科
学
大
事
典
日
〈
調
停
離
婚
〉

昭
和
四
六
年

社
会
科
学
大
事
典
日
〈
養
子
制
度
〉

昭
和
四
八
年

新
現
代
ホ

l
ム
百
科
事
典
〈
養
子
〉

昭
和
田
九
年

社
会
科
学
大
事
典
日
〈
審
判
離
婚
〉

昭
和
五
一
年

体
系
民
法
事
典
〈
認
知
の
無
効
・
取
消
ほ
か
〉

現
代
暮
ら
し
の
法
律
百
科
〈
養
子
〉

山畠正男教授の経歴と業績

昭
和
五
豆
年

現
代
家
庭
法
律
大
事
典
〈
親
権
〉

昭
和
六

O
年

大
百
科
事
典
〈
養
子
、
離
縁
〉

〔
附
記
〕

吉
沢
郁
子
さ
ん

(
北
海
道
大
学
法
学
部
助
手
)
に
は
著
作
目

鹿
島
研
究
所
出
版
会

鹿
島
研
究
所
出
版
会

学
習
研
究
社

鹿
島
研
究
所
出
版
会

(
改
訂

青
林
書
院

昭
和
五
七
年
)

学
習
研
究
社

(
改
訂

第
一
法
規

昭
和
五
六
年
)

平
凡
社

録
の
作
成
に
ご
助
力
を
い
た
だ
い
た
し
、
最
終
講
義
に
は
毎
回
出
席

し
て
テ

l
プ
に
収
録
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
お
礼

・
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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